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○ 介護保険制度では、寝たきりや認知症等で常時介護を必要とする状態（要介護状
態）になった場合や、家事や身支度等の日常生活に支援が必要であり、特に介護予防
サービスが効果的な状態（要支援状態）になった場合に、介護の必要度合いに応じた
介護サービスを受けることができる。

○ この要介護状態や要支援状態にあるかどうかの程度判定を行うのが要介護認定（要
支援認定を含む。以下同じ。）であり、介護の必要量を全国一律の基準に基づき、客観
的に判定する仕組み。

趣旨

○ 要介護認定は、まず、市町村の認定調査員による心身の状況調査（認定調査）及び
主治医意見書に基づくコンピュータ判定を行う。（一次判定）

○ 次に保健・医療・福祉の学識経験者により構成される介護認定審査会により、一次判
定結果、主治医意見書等に基づき審査判定を行う。（二次判定）

○ この結果に基づき、市町村が申請者についての要介護認定を行う。

要介護認定の流れ

介護保険制度における要介護認定制度について
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申 請

主治医意見書 基本調査
（７４項目）

特記事項

認定調査員等による心身
の状況に関する調査

（コンピュータによる推計）
一 次 判 定

要介護認定基準時間の算出
状態の維持・改善可能性の評価

二 次 判 定

介護認定審査会による審査

要 介 護 認 定

要介護認定の流れ
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・認定者数 ６０７．７万人（平成27年４月）

・認定率 １７．９％

・新規申請件数 １８６．７万件（平成26年度）
・更新申請件数 ３４０．７万件（平成26年度）
・区分変更申請件数 ４１．６万件（平成26年度）

※介護保険総合データベースへの報告より（平成２８年５月１５日時点）

（ただし、全ての市町村等が送信しているわけではない）

（介護保険事業状況報告（暫定値））

※認定者数/第１号被保険者数
（平成27年４月介護保険事業状況報告（暫定値））

要介護認定の申請件数
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要支援 要支援１ 要支援２
経過的要介護 要介護１ 要介護２
要介護３ 要介護４ 要介護５

６０８（単位：万人）

（出典：介護保険事業状況報告(H27.4は暫定値））

２１８

２５８

３０３
３４９

３８７
４１１

４３５４４１
４５５

４８７
４６９

注１）陸前高田市、大槌町、女川町、桑折町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町は含まれていない。

５０８
５３３

注２）楢葉町、富岡町、大熊町は含まれていない。

（注１） （注２）

要介護度別認定者数の推移
要介護（要支援）の認定者数は、平成２７年４月現在６０８万人で、この１５年間で約２．７９倍に。
このうち軽度の認定者数の増が大きい。また、近年、増加のペースが再び拡大。

５６４
５８６
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• 概況調査
– 現在受けているサービスの状況（療養に関する意見を付
する際に活用される場合がある）

– 家族状況、居住環境、日常的に使用する機器、器械の有
無等について特記すべき事項。（介護の手間など特記事
項の内容を理解する際に活用される場合がある）

• 基本調査（74項目）
– 調査項目をもとに中間評価項目得点を算出
– 調査項目の選択及び中間評価項目得点より、一次判定ソ
フト（樹形モデル）によって要介護等基準時間を算出

• 特記事項
– 対象者の状況を正確に把握するための情報。主に基本
調査では把握できない対象者の具体的、固有な状況など
を審査会に伝達する役割。

認定調査を構成する３つの調査票の役割
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一次判定
ソフト

要介護
認定等
基準時間

食事の介助時間

移動の介助時間

排泄の介助時間

清潔保持の介助時間

間接の介助時間

BPSDの介助時間

機能訓練の介助時間

③樹形図により、8つの生活
場面毎の介助時間を推計

能力
（身体能力）
（認知能力）

有無

介助の方法

74項目

身体機能・起居動作

生活機能

認知機能

BPSD関連
社会生活への適応

要介護3要介護2
要支援2
要介護1要支援1非該当 要介護4 要介護5

25分 32分 50分 70分 90分 110分

要介護度

医療関連の介助時間

（例） 要介護認定基準時間が93.2分であるので、要介護４

①74調査項目の選択肢を選択

②中間評価項目得点の算出

④8つの介助時間を合
計して、要介護認定
等基準時間を算定
し、要介護度を判定

認定調査に基づく一次判定

6



• 平成21年度から使用されている要介護認定等基準
時間の作成にあたっては、平成19年に特養、老健
等の施設に入所している高齢者約3,500人を対象に
調査を実施

• 調査内容は
– 48時間・1分間タイムスタディ
–高齢者の心身の状態調査

一次判定ソフトの設計に用いられたデータ
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食事摂取に介助が必要、えん下
ができ、生活機能がある程度低
下し、認知機能がある程度保た
れている人は、食事に45.4分、
介護を要するという蓋然性があ
ることを示している

一次判定ソフトの樹形図（一例）
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特別な医療が提供されている場合の時間の加算

特別な医療の提供がなされている場合については、

８つの生活場面に要するケア時間に下記の時間を加算。

要介護認定等基準時間 ＝ 130.6 ＋ 8.5 ＝ 139.1分
※「点滴の管理」ありの場合 9



要介護認定基準時間

区分 要介護認定等基準時間

非該当 25分未満

要支援１ 25分以上32分未満

要支援２・要介護１ 32分以上50分未満

要介護２ 50分以上70分未満

要介護３ 70分以上90分未満

要介護４ 90分以上110分未満

要介護５ 110分以上
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要支援１ 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5

■歩行■洗身■つめ切り■薬の内服
■金銭の管理■簡単な調理

■座位保持■両足での立位
■移乗 ■移動■洗顔■整髪

■麻痺（左下肢）
■食事摂取
■外出頻度
■短期記憶

要支援２/要介護1

■寝返り■排尿■排便■口腔清潔
■上衣の着脱■ズボン等の着脱

■片足での立位■日常の意思決定■買い物

■起き上がり■立ち上がり

低
下
し
て
い
る
日
常
生
活
能
力

（８０％以上の割合で何らかの低下が見られる日常生活能力（※））

※ 全７４項目の要介護認定調査項目において、
・ 介助の項目（１６項目）で、「全介助」又は「一部介助」等の選択肢
・ 能力の項目（１８項目）で、「できない」又は「つかまれば可」等の選択肢
・ 有無の項目（４０項目）で、「ある」（麻痺、拘縮など）等の選択肢
を選択している割合が８０％以上になる項目について集計

注1)要介護度別の状態像の定義はない。
注2) 市町村から国(介護保険総合データベース)に送信されている平成26年度の要介護認定情報に基づき

集計（平成28年2月15日時点）
注3)要介護状態区分は二次判定結果に基づき集計
注4)７４の各調査項目の選択肢のうち何らかの低下（「全介助」、「一部介助」等）があるものについて集計

要介護状態区分別の状態像
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利

用

者

市
町
村
の
窓
口
に
相
談

要支援１
要支援２

○施設サービス
・特別養護老人ホーム
・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設

○居宅サービス
・訪問介護 ・訪問看護
・通所介護 ・短期入所 など
○地域密着型サービス
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・小規模多機能型居宅介護
・夜間対応型訪問介護
・認知症対応型共同生活介護 など

○一般介護予防事業
（※全ての高齢者が利用可）
・介護予防普及啓発事業
・地域介護予防活動支援事業
・地域リハビリテーション活動支援事業
など

要介護１

要介護５

～

○介護予防サービス
・介護予防訪問看護
・介護予防通所リハビリ
・介護予防居宅療養管理指導 など
○地域密着型介護予防サービス
・介護予防小規模多機能型居宅介護

・介護予防認知症対応型通所介護 な
ど

○介護予防・生活支援サービス事業
・訪問型サービス
・通所型サービス
・生活支援サービス

予
防
給
付

介
護
給
付

チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

認
定
調
査

医
師
の
意
見
書

要
介
護
認
定

要
介
護
認
定
申
請

居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画

介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス
計
画

介
護
予
防

ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

非該当

※明らかに要介護１以上
と判断できる場合

※介護予防訪問看護等
の利用が必要な場合

サービス
事業対象者

総
合
事
業

※明らかに介護予防・生活支援サービス事業の対象外と判断できる場合

(サービス
事業対象者)

※予防給付を利用

※事業のみ利用

認定後の介護サービス利用
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